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	富岡町生涯学習館使用許可書
年　　月　　日付けで申請のあった生涯学習館使用について、下記のとおり許可します。
団体名　　　　　　　　　　　　　
申請者　代表者名　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　
電話　　（　　）　　－　　　　
年　　月　　日
富岡町生涯学習館長　　　　　　　　㊞
記

	使用目的
	

	使用日時
	年　　月　　日　　～　　　　　　年　　月　　日

	
	　午前・午後　　時　　分　から　　午前・午後　　時　　分　まで

	使用人員
	人
	□富岡町民　　　　　□富岡町民外

	使用曜日時間
	□平日・□土曜日・□日曜日・□祝日
	□午前　　□午後　　□夜間　　□全日

	入場料
	□無料　　　　　　　　□有料（最高入場料の額）　　　　　　　　　　円

	使用施設
	生涯学習館利用
	□小ホール　□大会議室（□第１　□第２　□第３）　□視聴覚室
□IT研修室　□第１研修室　□第２研修室　□第３研修室　□第４研修室
□和室（□さくら　□つつじ　□けやき）　□茶室　□創作室
ふれあい広場　□10㎡未満　□20㎡未満　□30㎡未満　□50㎡未満
□50㎡以上

	
	大ホール関係
	□主催者事務室　□楽屋事務室
□楽屋１　□楽屋２　□楽屋３　□楽屋４

	冷暖房
	□使用しない　　　　　□使用する（　　時　　分～　　時　　分）

	使用料
	①基本使用料
	円
	②特別使用料（備考）
	円

	
	③
	円
	④追加料金
	円

	
	⑤減免額
	円　　　□全額　　　□60％　　　□　　％

	
	使用料合計
	①＋②＋③＋④－⑤＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	遵守事項
	１　施設を使用する際には、この許可書を係員に提示してください。
２　町及び教育委員会等において緊急に使用するときは、許可の取消し又は使用を中止させることがあります。
３　許可事項内容の他は、施設内において寄付金の募集・物品の販売及び飲食物の提供をしないでください。
４　許可の目的以外に使用し又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないでください。
５　使用者の義務不履行による事故等については、一切の責任を負いません。
６　その他条例及び規則等に定める事項を遵守してください。



